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6．競争評価の枠組

欧州と米国におけるゼロレーティング慣行の調査、そして各国の規制機
関と競争機関の調査に基づき、競争に対するゼロレーティングの影響につ
いて特段の懸念がないことを確認した。しかしその情報は非常に限られて
いる。またブロードバンド提供者と CAPの間の合意、そしてゼロレーティ
ングについて誰が何を支払っているかの問題についても透明性が欠如して
いる。ゼロレーティングの慣行は今のところわずかにしか存在しないが、
最近少しずつ増え続けており、それもデータ多消費のアプリケーションや
事業者保有のコンテンツに関係してきている。
ゼロレーティングの増大は、部分的に、TSM（Telecoms Single Market）
規則に基づき発表された BERECのネット中立性規定の実施に関するガイ
ドラインによって、どのような慣行が許容されるのかについて確実性が増
した結果といえる。BERECガイドラインは、どのようなゼロレーティン
グが許容されるのか、あるいは TSM規則のもとでのネット中立性要件と
整合しないかどうかを決めるための多くの条件と考慮事項を示した（ボッ
クス 14参照）。
まだ解釈の余地が残っているものの、実際に想定されていることは、
・　 ゼロレーティング合意は全てブライトラインの条件にしたがい、ま

たデータキャップに達した場合には、ゼロレートのトラフィックが
非ゼロレートのトラフィックと同様に扱われることを保証しなけれ
ばならない。

・　 強い市場支配力を持つ ISPの場合、エンドユーザーの選択に与える
影響を最小化するために、（例えば、単独サービスよりも多様なサー
ビス群が含まれる傾向のある）ゼロレート・サービスの構成にいっ
そうの注意が必要である。

したがって、これら規制上の制約は最初のフィルターになっており、市
場で目にすることになるゼロレーティング慣行のタイプに潜在的な影響を
与える。実際、事業者とのインタビューにおいても、ガイドライン遵守の
必要性が明白に指摘された。しかし規制とガイドラインが存在し執行され
るとしても、競争当局は、特定のケースについて、ゼロレーティング慣行
を調査する可能性をなくしたわけではない。
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ボックス 14　ネット中立性原則の実施に関するBERECガイドライン

　BERECガイドラインはブライトラインの要件を提示し、特定の慣行が TSM
（ネット中立性）規則に違反するかどうかを確認するための多数の考慮事項を示し
ている。
・　 ブライトラインの要件は、ゼロレート ･サービスを除く全てのアプリケーショ
ンがデータキャップに達した場合にブロックされる（あるいは遅延化される）
ときには、そのゼロレート ･サービスはネット中立性の要件と両立しないと
いう BERECの見解に由来する。これは、データキャップに到達した場合、
許容されるゼロレート ･サービスにより、ゼロレートのコンテンツが他のコ
ンテンツと同等に扱われなければならないことを意味している。

・　 他のサービスは、エンドユーザーの権利に対する影響と規制の目的という点
から評価されなければならない。

　評価のために BERECが示した基準は、以下の点について当該慣行が与える影
響の分析を求めている。
・　 消費者とビジネス顧客であるエンドユーザーの権利。例えば、「エンドユーザー
の選択できるアプリケーションの範囲と多様性が実際に減少していないかど
うか、エンドユーザーがあるアプリケーションを利用するように誘導されて
いないかどうか」、また「あるインターネット ･アクセス ･サービス（IAS）
の加入により、エンドユーザーの選択肢が実質的に減少しているかどうか」
を内容とする。

・　 以下の点における CAPのエンドユーザーの権利。「CAPが提供するコンテン
ツ、アプリケーションの範囲と多様性に影響を与えていないかどうか、また
実質的にアクセスできなくなるアプリケーションの範囲と多様性、CAPが市
場参入を実質的に抑えられあるいは市場から退出しなければなくなっていな
いかどうか、あるいは関連する市場での競争に実際上その他の弊害が生じて
いないかどうか」、さらに「イノベーションのエンジンとしてのインターネッ
トのエコシステムにおける継続的機能が影響を受けていないかどうか、例え
ば、勝者と敗者を決めるのが ISPになっていないかどうか、また CAPが ISP
と結ぶ協定が管理上の障壁及び /あるいは技術的な障壁となっていないかど
うか。」

・　 慣行の規模と代案の存在
　また、ガイドラインは以下についても触れている。　
・　 「特定のアプリケーションあるいは特定類型のアプリケーションに関係する
データに対して、より高い価格を課す商業的慣行は、関連するアプリケーショ
ンの利用を強く抑制する潜在的効果、結果としての選択肢の減少などから、
エンドユーザーの権利行使を制限する可能性を持つ」。

・　 「IASのエンドユーザーは、特定のアプリケーションないし特定類型のアプリ
ケーションに関係するデータに対して比較的低い（あるいはゼロの）価格を
適用するという条件がある場合を含め、そのゼロレートのアプリケーション
ないしアプリケーションのカテゴリーを利用するインセンティブを持つ。そ
うした影響は、データキャップが低くなればなるほど、ますます強くなる」。
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・　 「あるカテゴリー内にある個々のアプリケーションの間に対して行われる料金
差別は、その類型のアプリケーション提供者間における競争に影響を及ぼす。
したがって、『イノベーションのエンジンとしてのインターネット・エコシス
テムにおける継続的機能』に影響を与え、ひいては、アプリケーション類型
間での料金差別よりも規則の目的そのものを損なうことになるかもしれな
い」。

　これは、特定のアプリケーションに適用されるゼロレーティング慣行が「エン
ドユーザーの核心的権利を損なう」かもしれず、したがってアプリケーション類
型間に適用される慣行よりもネット中立性ルールそのものと両立しなくなること
から、「エンドユーザーの選択肢に対する影響の程度を評価する場合、インターネッ
ト ･アクセス ･サービス提供者及び関係するコンテンツ、アプリケーション、サー
ビスの提供者についてそれぞれの市場における地位」が評価されなければならな
いことを意味している。

この節では、我々は、ISP間、そして CAP間の競争において競争上の
問題が発生していることに注意しつつ、ゼロレーティングの競争評価 1）に
おいて取り上げるべき主要な問題を論じる。

6.1．競争評価ではインターネットのエコシステムを考慮しな
ければならない
ゼロレーティングに関する競争効果の評価では、インターネットのエコ

システムについての多くの顕著なポイントを考慮に入れなければならな
い 2）。

ISPはユーザーと CAPが接するプラットフォームを提供するが、それ
はゼロレーティング慣行が「二面市場」（two-sided markets）のコンテクス
トで評価されるべきことを意味している。特に、インターネット ･アクセ
スの需要がアプリケーションの需要に由来していること、またアプリケー

1） Howell and Layton （2016）は、ゼロレーティング慣行が厚生にプラスの影響を持
つ場合とその禁止がマイナス効果となる場合について規制当局がそれを識別する
のに役立つような 5つの質問を示した。このガイダンスは主として、慣行（あるい
はその禁止）が競争に与える影響の評価に基づくものであり、これによりネット中
立性ガイドラインの適用とゼロレーティングの競争効果とをリンクさせている。

2） Greenstein et al. （2016） は、様々なネット中立性要件の効果を分析するためにイ
ンターネット ･エコシステムのシンプルなモデルを提示している。彼らは、ユー
ザーがコンテンツにアクセスできるようにし、またコンテンツ提供者がユーザー
と接触できるようにするプラットフォームとしての ISPの役割に焦点をあててい
る。それは直接ユーザーへの課金あるいは広告主に視聴者を提供することによっ
て得られる利益を得る ISPの能力の基礎である。
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ションの顧客需要が潜在的に異質であることを認識しなければならない。
これは多くの意味を持つ。
・　 特定タイプのコンテンツをゼロレートにするかどうかは、そのコン

テンツに対するユーザーの選好（競争的市場ならば ISPは危険を覚
悟でこれを無視するはず）の点から決定される。これは、ISPが
Facebookや Twitterのような魅力的なアプリケーションをゼロレー
トにすると決定している多くのケースから明らかである（そうした
アプリケーションの利用によるデータ関連費用がおそらく高すぎる
わけではない場合でも）。

・　 インターネット ･アクセスの需要は、アプリケーション選好の相違
を反映している。その選好の異質性を前提にすれば、インターネッ
ト ･アクセスを多部料金制（multi-part tariff）とすることが、ネッ
トワーク投資で発生した費用の効率的回収の重要なツールとなり得
る。

・　 最初に、加入者がアクセスできるコンテンツとアプリケーションの
範囲の縮減がインターネット ･アクセスの需要にマイナスの影響を
与えるため、ISPは利用可能なアプリケーションとコンテンツの範
囲を制限しないようにするインセンティブを持っているはずであ
る。しかしこの一般的な観察は、ISP自らがコンテンツ提供者であ
る場合には成立しない。可能な限り広範なアプリケーションへのア
クセスを提供することと、ISP自らのアプリケーションに顧客を引
きつけることに潜在的な対立が存在するためである。同様のインセ
ンティブは、CAPによって動機を与えられた ISPが特定のアプリ
ケーションにトラフィックを誘導しようとする場合にも存在する。

ユーザーと CAPの間の相互作用は、必ずしも必要というわけではない
が、一般的には、情報交換（例えば、ユーザーが Spotifyの無料クラスに
アクセスするために登録しなければならない場合 3））、また支払い（例えば、
Spotifyのプレミアム ･クラスあるいは Netflixのようなサービスへアクセ
スする場合）など、CAPとユーザー間の直接的な接触に関わるかもしれ
ない。そうした支払いは一般的な加入料金あるいは個々のコンテンツへの

3） Foditsch （2016） は特に、ゼロレーティングと引き換えに提供されるデータにお
けるプライバシーの側面に着目している。
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支払い（例えば、iTunesでの映画のレンタルあるいはダウンロード）とし
て構成できる。
ユーザーにとってコンテンツにアクセスする実質的料金は、CAPが課

す直接費用（あるいはインターネット ･アクセス料金と音楽ストリーミン
グ ･サービスへの料金のパッケージの場合のように、ISPが CAPの代理
として課す料金）とデータ関連の費用（データキャップに達した際にはコ
ンテンツに関わる機会費用が追加されるかもしれない）との合計である。
ゼロレーティングの影響は、サービス購入（パッケージ化のデータプラ

ンに加入するかどうか）、ISPの選択、そしてコンテンツ消費についての
決定から評価されなければならない。その選択で重要なことは、直接費用
と、ゼロレートのコンテンツと非ゼロレートのコンテンツとの価値の相違
を比較するときの、データ関連費用の潜在的な節約に関わるウェイトであ
る。Nevo et al.（2015）が指摘したように、ユーザーは一般的にデータキャッ
プに応じてそのデータ消費を最適化するのであり、したがってゼロレー
ティング及びデータユーザーの選択の効果、そしてそれが厚生に与える効
果をみる場合には、その最適化行動が考慮されなければならない。ゼロレー
ティングが全体的なデータ利用とコンテンツ選択に与える影響についての
理解は、利用パターンが非常に異なりまた顧客の異質性（例えば、WiFi
オフロードに大きく依存する顧客の存在など）を反映しているという事実
によってさらに複雑化する 4）。
概して、異なったアプリケーションの価値（純直接費用）の相違がデータ

費用に大きく関係している場合には、ゼロレーティングそれ自体はユーザー
の選択に実質的な影響を持つ可能性があることを意味している 5）。

4） 例えば、Gzrybowski and Liang （2015） は「クウォドルプル ･プレイの加入者に
とって、モバイル・データが固定ブロードバンド ･アクセスを補完するものなら
ば、そうした消費者はオンライン ･コンテンツを試すためにモバイル・データを
通じてインターネット ･アクセスを利用するものの、自宅の固定インターネット・
アクセス・サービスによってオンライン行動を完了するかもしれない」と考えて
いる。2010年 2月の 2週間半に iPhoneユーザー 100人のWiFi接続について統計
をとった Lee et al. （2010）によれば、「モバイル・データ ･トラヒックの約 65％
がWiFi利用による」。

5） Cho et al. （2016） が示したように、これらの要因は、コンテンツ提供者に対して
そのサイトへのトラフィックをゼロレートにする選択肢を ISPが提示するかどうか
を決定づけている。そのモデルは特に、欧州ではまだ広く展開されていないスポ
ンサード・データに着目している。しかし、顧客の最も選好するコンテンツと消費
者が実際に消費するものをマッチングさせようとする洞察は、重要な要因である。
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動画ストリーミングは、データ関連費用が潜在的に大きいサービスの良
い例である。しかしその場合でも、ゼロレートのコンテンツは、その動画
コンテンツが同等の品質を持っている場合に限って、非ゼロレートの類似
コンテンツよりも選択されることになる。ゼロレーティングは YouTube
か DailyMotionかという選択に影響するものの、端末にストリームされる
ハリウッドの大作映画を見ることに興味を持っているユーザーは、仮に、
それがゼロレート対象に入っていないながら、ゼロレートされる外国語の
芸術映画があったとしても、後者を選択しようとしないだろう。もしろ、
ユーザーは、最安値で望んだコンテンツへアクセスできる ISPを選択する
と予想される。しかしポルトガルにおける Pokémon Goの人気は、事業者
が関連トラフィックをゼロレートにしている結果ではなく、むしろ、事業
者がそのトラフィックをゼロレートにする決定はおそらく、そのゲームが
より大きな顧客基盤を引きつけているという事実によって決まったのであ
ろう 6）。
こうした一般的な考察をもとに、我々は潜在的な競争問題、特に、（指
摘されるように、ISPが勝者を選択することにより）競合する ISPと CAP
に対して市場閉鎖を行うリスクに関する問題を検討する。
そこで最初に ISP間の競争に与えるゼロレーティングの影響を取り上げ

る。これはその慣行がユーザーの ISP選択（そしてデータプランに加入す
るかどうかの決定）にどのような影響を与えるかに関わっている。次いで
我々は、ユーザーのアプリケーション選択に与えるゼロレーティングの効
果と CAPが ISPのゼロレーティング慣行に与える影響に依拠した CAP間
競争を考える。

6.2．ISP間競争への潜在的影響を評価する際の考慮要因

ゼロレーティングは、いくつかのアプリケーションとブロードバンド ･
アクセス ･サービスを暗黙的に抱き合わせることによって、ISPがその加

6） さらに、1時間のゲームプレイが 10MBのデータしか消費しないため、ISPの
選択と他のコンテンツへのアクセスに対する影響は限定されるだろう。（see 
Arstechnica, ‘T-Mobile’s Pokemon Go freebie data bad for net neutrality, cry activists’, 15 
July 2016, http://arstechnica.co.uk/gaming/2016/07/pokemon-go-tmobile-free-data-net-
neutrality/） 
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入者に対して選択的な料金の引き下げ、また料金差別化をすることを可能
とする。様々なタイプの顧客がそれぞれの特定アプリケーション利用の選
好に基づき、様々な代替キャップ付きプランによって様々な実質的割引を
受けとる。動画コンテンツの消費に関心のあるユーザーは、ゼロレートの
動画ストリーミングを提供するプランに引きつけられ、小さな割引での無
制限プランより厳しいキャップ付きゼロレート ･プランを選択するかもし
れない。
一般的に､そうした戦略は効率性増進と反競争的効果の両方を持ちうる。

それら戦略はアウトプットを拡大する場合に便益をもたらすかもしれない
が、消費者余剰を奪いあるいは同等なサービスを提供できない競争者を閉
め出すために使用されるときには、反競争的な問題となる 7）。

（a）　市場支配力が関わる抱き合わせ・料金差別の問題
通常は、バンドリング対象となるサービスの市場の少なくともいずれか

において市場支配力を持つ企業がこれらの慣行を行う場合に、反競争的問
題が生じうる。
第三者のコンテンツをゼロレートにすることに関して－我々の調査が示

したように、ゼロレーティングの最も一般的な形式－は、ゼロレーティン
グを行う ISPが、他の ISP（すなわち、事業拡大の障壁がある場合）ある
いは潜在的参入者（すなわち、参入障壁がある場合）からの競争によって
有効に制約されるとはいえない場合には、問題となる。
特に移動体ブロードバンド ･アクセスをみると、周波数への限定された

アクセス、MVNOへのアクセス提供の拒絶、既存MVNOとの協定のもと
でのキャパシティ制約は、いずれも移動体ブロードバンド ･サービスの提
供において市場支配力に関わっている。そうした場合、MNOは消費者余
剰を吸い上げるため、あるいは競争者を閉め出すためにゼロレーティング
を利用するかもしれない。

7） これは、2009年ガイダンス（para. 50, fn. 3.）で提示されている「支配的企業に
よる濫用的な排除行為に対する EC条約 82条の適用における執行の優先」
（enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary 
conduct by dominant undertaking）とも整合している。
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（b）　消費者余剰の吸い上げ
消費者余剰を吸い上げるためのゼロレーティング利用は、厳しいキャッ

プ付きのゼロレート・アプリケーションを含めたサービスを通じて、特定
タイプのコンテンツへのアクセスに主な関心を持つ消費者をとどめつつ、
他方で、大きなデータキャップのあるプランないし無制限プランに関心を
持つ消費者により大きな料金を課すことと関係している。これは、顧客に
提供する料金表において、ゼロレーティングは小さなキャップを持つパッ
ケージのほうでより広範にあるいは一般的に行われることに関わる。
そうした戦略が主として消費者余剰の吸い上げを目的としているかどう

か、あるいはそれがアウトプット増進効果を持つかどうかを確認すること
は一般的に難しい。しかし、少なくとも現時点において、我々は、事業者
が幅広いデータプランにわたって特定のアプリケーションをゼロレートに
していること（また英国の O2は小さなキャップよりも大きなキャップの
あるプランでゼロレーティングを提供しているケース）が観察されている。
したがってこれは消費者余剰を吸い上げるために顧客をセグメント化しよ
うとしている兆候にはならない 8）。

（c）　市場閉鎖
市場閉鎖（foreclosure）問題は､ 他の ISPが基本的に顧客をめぐって競
争できるものの、バンドリング・割引の戦略を複製できない場合に生じる。
そうした問題は通常、ISPが問題となるアプリケーションへのアクセスを
ゼロレート化する条件において、IPSが何らかの排他性を持つ場合に生じ
る。
我々は多くの国でゼロレートとされているコンテンツを持つ CAPとの

インタビューで、ISPによる CAPのコンテンツへのアクセスのゼロレー
トについて CAPが同意する必要がなく、また実際に、CAPのコンテンツ
へのアクセスをゼロレートにする ISPの決定について CAPはしばしばそ
の通知さえ受けていないと理解している。マーケティング目的のため

8） 大きなキャップ付きプランに対するゼロレーティングの影響が無視できるほど
であり、そのためにさらに大きなデータキャップを持つプランの中の同種アプリ
ケーションへのゼロレート ･アクセスを排除することに十分な理由がないと事業
者が考えるケースとなっているかもしれない。
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MNOが CAPの商標ないしブランドを利用する場合には、知的財産法が適
用されている。しかしブランドがマーケティングで目立って利用される前
に CAPとの協定が必要だとしても、それをモニターするのは難しく、ま
た広く行われるわけではない。一般的に CAPと ISPの間には正式な合意
がなく、またサービス仕様あるいは技術条件などについて協定がある場合
でも、それらは一般に排他的ではない。
目下のところ、ISPが CAPのコンテンツへのアクセスをゼロレートに

することに対して補償を受ける（すなわち、ISPの加入者ではなく CAP
がデータに関連する費用を負担する）という CAPとの排他的協定を ISP
が締結しているという証拠はほとんどない。
総じて、このことは、インターネットで利用されるコンテンツ及び利用

無料のコンテンツに関して、ゼロレート・サービスの複製性（replicability）
があまり問題にならないことを意味している。
一方、通常有料コンテンツ・アクセスをゼロレートにすることは、ISP
がそのアプリケーションへのアクセスを有利な条件で加入者に提供できる
とした協定を結んだ場合には、問題となるかもしれない。
他方、ユーザーに料金を課すものの、同条件で提供できない競合 ISPを
閉め出すのに十分に魅力的なアプリケーションを持つ提供者と排他的な割
引協定を ISPが締結できたケースも考慮すると、ゼロレーティングは決し
て決定的でないように見える。このような競争の歪みという潜在的問題は、
ゼロレーティングがない場合でも生じるだろう。コンテンツへのアクセス
のゼロレーティングが容易に複製化できる状況において、自らの利益を取
り崩すことなく割引加入料金でサービスを提供することができるのは、コ
ンテンツ保有者と排他的な協定を結べた ISPだけである 9）。

ISPの選択を迫るほど十分に魅力的なコンテンツを ISPが保有する場合
には、問題は異なってくる。コンテンツが他の ISPの加入者に利用できな
い場合、あるいは著しく劣った条件でしか利用できない場合には、コンテ
ンツのコントロールを利用して ISP間の競争を歪めるという問題が生じる

9） 疑念回避のため、より安価な加入料は、加入者に対して ISPが補助することを
決定しているというよりも、CAPと合意した割引の結果かもしれないことに注意
すべきである。もちろん、競合する ISPは割り引かれた加入料に対抗してそうし
た補助を真似ることができるだろうが、いっそう大きな費用を負担しなければな
らなくなるだろう。
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かもしれない。
コンテンツが他の ISPの加入者にも利用できる場合、理論上、他の ISP

もそのアクセスをゼロレートにすることができる。それは、あるMNOが
運営する TVサービスが同じ加入料金で他のMNOの加入者にも提供でき
るポルトガルのケースに当てはまるかもしれない。他のMNOは原則的に
競争者のコンテンツへのアクセスをゼロレートにすることを決定できる
が、そのコンテンツへのアクセスを促進することから得るものがなく、む
しろ大きな不利を自ら呼び込むことになってしまう。問題となるコンテン
ツがユーザーに無料で提供される（そして例えば、その提供が広告収入で
まかなわれる）という最もシンプルなケースにおいてさえ、そのコンテン
ツを保有しトラフィックをゼロレートにすると決定する ISPは、より多く
の加入者を引きつけること、そして広告収入を増大させることの両方から
便益を得ることが可能である。しかし他の ISPは加入者を引きつけること
（あるいは顧客を競争者に奪われないこと）のみから便益を得るものの、
自らのためよりも競争者のための便益も作り出している。
市場閉鎖の問題が生じる前提としては、いかなる場合にも、問題となる

コンテンツは ISPの選択に影響を与えるほど十分に大きな数の加入者を引
きつける力を持つ必要がある。これは、CAPが一定程度の市場支配力を
持っていること、あるいは、ISPが、特定市場をカバーするほど多数の
CAPと排他的ベースで一連の契約を締結してきたことを意味するかもし
れない。

（d）　排他性を示す証拠
我々の調査では、排他的協定はわずかしか確認できなかったが、その排

他性について詳細な特徴を示すのは難しい。例えば、ブルガリアのMtel
と Viber10）、そしてドイツのドイツテレコムと Spotifyの間の取引 11）は、報
道では「排他的」であると書かれたが、CAPあるいは ISPによってどの

10） “Мбилтел” и Viber разширяват сътрудничеството си, Капитал, 27 October 2015, 
Available at: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/10/27/2637761_mobiltel_i_
viber_razshiriavat_sutrudnichestvoto_si/ ［Accessed 21 October 2016］.

11） Deutsche Telekom bringt Spotify exklusiv auf das Smartphone, 30 August 2012, 
Available at: https://www.teltarif.de/telekom-spotify-musik-streamingflatrate/news/47994.
html ［Accessed 15 December 2016］
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ような取組みがなされたのかという点でその排他的協定については、詳細
情報がなかった。
我々がいくつかの独立的なケースで観察したのは、様々な ISPが同じ類
型で異なったアプリケーションをゼロレートにしていること（ブルガリア
では、Mtelが排他的協定で Viberをゼロレートにしている一方、Telenor
はWhatsAppをゼロレートにしている）、あるいはたった一つの ISPが特
定類型のあるアプリケーションをゼロレートにしているということであ
る。これは、排他的協定が存在していることと一致しているが、その協定
の排他性を裏付ける証拠というには程遠いだろう。
他方で、事業者保有のコンテンツのゼロレーティングは、動画ストリー

ミング、クラウド ･ストレッジ ･サービスのようなデータ多消費的なサー
ビスでは比較的よく見られている。特に、動画ストリーミングが ISP選択
に影響を与える可能性があるのかもしれない。例えば、ポルトガルの
MNOは全て自らの TVストリーミング・アプリケーションをゼロレート
にしている。
排他性－それが ISPと CAPの間の協定によるのか、あるいは、問題と
なるコンテンツが事業者に保有されていることによるのかにかかわらず－
は、潜在的な市場閉鎖効果の評価において重要である。
要するに、個別事例の評価においてケース特定的な要素を考慮に入れる

べきということを前提にして、濫用的なプライシングあるいは市場閉鎖（垂
直的協定の結果としてか、支配的地位の濫用としてか）について検証する
際の考慮要因は、以下となる。
・　 ISPが一定の市場支配力を持つかどうか。そうでない場合、問題は

少ないはずである。
・　 問題となるゼロレーティングは、厳しいデータキャップを持つプラ

ンと関係しているか。そうであれば、アウトプット増進効果がある
かどうかというチェックが、その慣行が有益かあるいは潜在的に競
争制限的かを判断するのに重要である。

・　 ゼロレートのコンテンツが ISPの選択を左右するほど十分に魅力的
かどうか、そしてそうであれば、一定程度の排他性（ゼロレートの
コンテンツが事業者に保有されているためか、あるいは ISPに排他
的権利を与える CAPと ISPの協定があるためか）が存在している
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かどうか－もし排除性が存在しているならば、ゼロレーティングの
協定の複製性欠如のために、市場閉鎖の問題があるかもしれない。

6.3．CAP間競争への潜在的影響評価における考慮要因

（a）　CAPに優位性を与えるゼロレーティング
CAP間の競争をみると、－他の条件が同じならば－自らのサービスが
ゼロレートにされている CAPは、競争者より競争上の優位に立てている
のは明らかである（その優位性が必ずしも実質的でないが）。というのは、
ゼロレーティングの関連費用が、獲得できるはずのデータ収入を諦める
ISPによって負担されるからである。
このため、ゼロレートにされた CAPが ISPに対して何らかの補償を提

供する協定（AT&Tのスポンサード ･ データ ･ プログラムや Verizonの
FreeBeeのようなケース）がないときには、あるコンテンツへのゼロレート・
アクセスを提供する ISPの決定は、そうすることによって ISPが顧客を引
きつけることができる（また潜在的に料金差別化を行うことができる）と
いうことを反映しているだろう。前述したように、ISP間の競争が潜在的
に有効に機能していない場合を除いて、このような決定は競争問題を引き
起こさないはずである。

ISPが第三者のコンテンツをゼロレートにすると決める場合、それが最
も魅力のある CAPに関係するだろうと予想されるが、それは我々の調査
で確認された。そうした行動は CAP間の競争を歪めているようには見え
ないものの、別の側面を明らかにしている。すなわち、どのコンテンツを
ゼロレートにするかという ISPの選択がユーザーの選好を反映しており、
ある ISPによって自らのサービスがゼロレートにされるように CAPが競
争することが、より多くのユーザーを特定のアプリケーションに引きつけ
る一つの方法となっているためである 12）。

12） ISPのユーザーが関心を持つアプリケーションをゼロレートにする商業的な意
思決定をその ISPが行うことは、全ての可能な選好が考慮されることを保証しな
い。それは一般的に競争問題ではないと見なされ、ゼロレーティングの阻止によっ
て解決できるものでもない。
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（b）　市場参入をより困難にする既存事業者のゼロレーティング
ゼロレーティング慣行の効果は、（そうした意図がない場合でも）新規

CAPの市場参入を難しくすると議論されている。なぜならば、新規の
CAPは既存のライバルからユーザーを奪わなければならないだけでなく、
競争者へのトラフィックが無料であるにもかかわらず、自分のアプリケー
ションへのトラフィックにはデータ費用がかかるために実質的により高い
価格に直面し、その中でユーザーを獲得しなければならない。その場合の
ゼロレーティングは、既存の CAPが享受している評判そしてブランド認
知度を補完しまた潜在的に強化しているかもしれない。それは一般的に問
題がないものの、特定の状況では問題になる。
当然の結果として、有償のゼロレーティングを認めないことは反生産的

なことかもしれない。ISPによってゼロレートとされるほどの魅力を持た
ないコンテンツを有する新規参入者は、（例えば、既存の CAPブランドに
追いつくために必要な投資と似たような費用を発生させるものの）ブロー
ドバンド提供者を説得して支払いと引き換えにそのサービスをゼロレート
にしてもらうことが可能であるためである。

CAPがゼロレーティングに支払う場合の協定にも、競争上の問題が生
じないかもしれない。特に、アプリケーションが本来無料である場合には、
問題とならないだろう。こうしたケースでは、CAPは料金の引き下げに
よって顧客を引き寄せることができないため、ゼロレーティングを通じて
ユーザーのデータ費用に支払いを行うことが顧客を引きつける最も自然な
働きかけとなる。他方で ISPは、CAPから関連費用を回収できるため、
喜んでユーザーに課すデータ料金から、その CAPへのトラフィックを除
外するだろう。

（c）　排他的なゼロレーティング協定の問題
CAPと ISPの間の協定は、その CAPの競合するアプリケーションをゼ
ロレートにしないようにその ISPに制限を課す場合、すなわち、CAPが
ISPからゼロレーティングの排他性を保証される場合には、問題となる。
ここで留意すべきは、そうした協定は必ずしもその CAPへのトラフィッ
クのゼロレーティングを伴う必要はなく、その ISPがその CAPの競合す
るアプリケーションへのトラフィックをゼロレートにしないことを定める
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だけでも成り立つということである。
その協定では、トラフィック関連の費用を超える ISPへの補償を追加し

て持たせるかもしれない。そうでなければ、CAPが競争を制限するのを
助けるインセンティブが ISP側になく、インターネット ･アクセスの派生
需要を減少させるだけとなるためである。したがって、ISPがあるアプリ
ケーションをゼロレートにしていることから、そのアプリケーションのト
ラフィック関連費用を妥当に反映すると見なせる水準を大きく上回る補償
を受けとることは、反競争的な動機を示唆する指標となりうる。
望んだ排除効果を持たせるためには、そうした協定が競争者のアプリ

ケーションに関心を持つと思われるインターネット・ユーザーのかなりの
部分をカバーしなければならない。それは、（最も魅力のあるアプリケー
ション群を顧客に提供できるという点で、その選択肢を制限することにほ
とんど関心がないだろうと予想される）大規模な ISPとの協定、あるいは
対象となる視聴者全体のかなりの部分をカバーする複数の小規模な ISPと
の一連の協定となる。

（d）　排他性の指標
前述したように、我々の調査は、排他的であると報道されたゼロレーティ
ング協定をいくつか確認したが、その排他性についての詳細な特徴はまだ
はっきりしていない。また、ISPが一つの特定アプリケーションだけをゼ
ロレートにすることに同意する証拠、あるいは商業的協定が存在する証拠
を確認できなかった。例えば、ブルガリアにおけるMtelの Viberとの取
引が「排他的」であると報道されたが、その取引が実際にMtelが他のメッ
セージング ･アプリケーションをゼロレートにすることを妨げたことは確
認できなかった。
一般的に、我々は欧州において ISPが支払を受けている協定の例も見つ
けられなかった。我々が行ったインタビューでは、ISPが通常、特定のコ
ンテンツのゼロレート化で支払いを受けておらず、また ISPと CAPの間
の正式な協定が通常存在しないようだった。そのため、CAPが ISPに対
し排他的条件をつける余地がないように見受けられる。
前述のとおり、ゼロレーティング慣行は発展段階であり、将来的には有

償のゼロレーティング協定が登場する可能性もある。しかしその場合でも、
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そうした協定が必ずしも排他的とは限らない。

（e）　事業者保有のコンテンツ
ゼロレーティングの利用が CAP間の競争を歪めるとする懸念は、アプ

リケーションが事業者保有であり、かつ非常に魅力的であり、そしてその
ISPが市場支配力を持つ場合にも生じる。その場合、垂直統合の ISP/CAP
は自らのアプリケーションと潜在的な競争者が提供するアプリケーション
とを差別化することによって、コンテンツ市場での競争を排除する能力と
インセンティブの両方を持つかもしれない。例えば、それは事業者保有の
コンテンツへのアクセスをゼロレートにし、他のコンテンツが類似の便益
を得る機会を拒否することで実現されるかもしれない。自らの動画スト
リーミング・アプリケーションをゼロレートにしている AT&Tと Verizon
の慣行（3.6.4参照）に関して FCCが提起した問題はその一例である。競
争者がスポンサード・データ・プログラムにアクセスできたとしても、事
業者保有のコンテンツがゼロレートにされている場合、競争者がスポン
サード ･データ ･プログラムに参加することで、自らのアプリケーション
をゼロレートにしてもらうために支払いを行うことができるが、その費用
は実質的に高くなってしまう 13）。
この場合、ゼロレーティングは割引に関わる潜在的な市場閉鎖戦略の一

つにすぎないが、アプリケーションへアクセスするためのデータ関連費用
が大きい場合にのみ有効であるかもしれない。それは、コンテンツが利用
時点において無料で提供されるケースに当てはまる。有償のアプリケー
ションの場合、競争者は顧客に割引でそれを提供することによって、ゼロ
レーティングによる実質的割引に対抗しようとするかもしれない。しかし
それは全ての ISPにわたってこのような割引を提供することを伴い、した
がってそうした競争者が不利な立場に置かれることになる。
要約すれば、個別事例の評価においてケース特定的な要素を考慮に入れ

るべきということを前提にして、CAPレベルでの市場閉鎖リスクの評価

13） しかしそれは、費用が競争者にとっては直接的な現金費用であり、事業者保有
コンテンツについては移転料にすぎない、という FCCが指摘している理由から
ではなく、むしろスポンサード・データ ･プログラムの参加料がマージン・スク
イーズをもたらすためである。
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で検証すべきポイントは以下となる。
・　 ゼロレートのコンテンツが事業者保有かどうか。もしそうであれば、

またその ISPがある程度の市場支配力を持つならば、その ISPが、
自らのアプリケーションを利するような差別化をしないということ
に服すべきであり、競合する CAPのコンテンツをゼロレートにす
るという選択肢をその CAPに提供している場合を除き、ゼロレー
ティングは競合する CAPを閉め出すことになるかもしれない 14）。

・　 ゼロレートのコンテンツが事業者保有でない場合、ISPが他の類似
のアプリケーションをゼロレートにしないようにしているかどう
か、（ゼロレーティングの ISPが市場支配力を持っているためか、
あるいは CAPが複数の ISPと排他的な協定を締結しているためか）
その協定が対象となる視聴者の大部分をカバーしているかどうか。
もしそうならば、類似した市場閉鎖問題が生じる。

（f）　水平的制限となりうるアプリケーション・グループのゼロレーティング
BERECガイドラインは、個々のアプリケーションではなくアプリケー
ション・グループをゼロレートにすることの方が比較的に潜在的にエンド
ユーザーの選択肢を制限せず、そのためネット中立性の原則からみて望ま
しいことを示唆している。そうしたゼロレーティング戦略は､ゼロレート・
サービスに含まれるアプリケーション間の競争に影響を与えないものの、
新規アプリケーションはゼロレートの便益を受けるより多くのアプリケー
ションと競争することとなるため、アプリケーション市場への新規参入者
による参入を難しくする。
目下のところ、単一のアプリケーションのゼロレーティングとグループ

のゼロレーティングとの相対的重要性を示す証拠は混在している。
・　 欧州 37カ国の調査で確認された音楽ストリーミングを含んだ 44件の
ゼロレーティング・サービス事例のうち、34のサービスがこのカテ
ゴリーでの単独アプリケーションのみを含んでいる一方、残り 10の
サービスが二つ以上の音楽ストリーミングをゼロレートにしている。

14） FCCはこれらの考慮要因に基づき、AT&Tとベライゾンがスポンサード・デー
タ ･プログラムとゼロレートの自らのアプリケーションとをパッケージ化するこ
とについて懸念をもたらした。 （FCC, 2017）.
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・　 ソーシャル ･メディアのカテゴリーでは、単独アプリケーションの
事例が 28件で、二つ以上が 29件であり、その分布がより均等になっ
ている。

・　 ケーススタディ国のいくつかでは、同じカテゴリーで一つないし二
つのアプリケーションをゼロレートにするのが一般的である。例え
ば、ドイツとブルガリアでは、ゼロレーティング ･サービスの全て
が単独アプリケーションとなっている。しかし他のケーススタディ
国では、アプリケーション ･グループ全体のゼロレーティングがよ
り一般的である。例えば、ポルトガルでは、MNOの若者向けブラ
ンドは様々なカテゴリーで多くの異なったアプリケーションをゼロ
レートにしており、また英国の O2は五つの異なった音楽ストリー
ミング ･サービスをゼロレートにしている。

・　 事業者とのインタビューによれば、いくつかの事業者が、同じカテ
ゴリーの他のアプリケーションをゼロレート・サービスに入れるこ
とに対し開放的態度をとっていると認めている。

ある範囲の類似アプリケーションをゼロレートにすること（例えば、音
楽ストリーミングのアプリケーション ･グループをゼロレートにするこ
と）は水平的な制限をもたらすかもしれない。特に、ゼロレート・サービ
スの中に含まれる資格のあるアプリケーションは技術的な制約にしたが
い、あるいは他の要件を満たす必要があり、またその要件が ISPと CAP
の間で合意されるべきものである場合、アクセス条件の範囲によっては、
新規参入者の市場参入が困難となる可能性がある。
しかしこの場合、競争問題の根本的原因は、ゼロレーティング慣行自体

ではなく、ゼロレーティングに適したようにするために CAPが満たさな
ければならない要件を含む協定のほうである。とはいえ、そうした要件が、
ネット中立性の要件から求められるようにエンドユーザーの選択に与える
影響を最小化するため、単独アプリケーションよりもアプリケーション・
グループをゼロレートにする ISPの傾向（proclivity）から生じる場合、こ
れは協調行動の媒介となるだろう。
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6.4．効果の実質性

ゼロレーティングが ISPの選択、コンテンツの選択、そして ISP間・
CAP間の競争に与える潜在的な効果を指摘するのは比較的容易かもしれ
ない。しかし、ゼロレーティングの効果が実質的であるという結果と、特
に、競争上の問題の根拠となるゼロレーティングの影響程度を示すのは、
はるかに困難である。
競争上の問題が疑われる場合には、いかなるケースでも、問題となる行

為の効果の実質性（そして TFEU第 101条第 3項に関わる反対利益）を評
価することが重要である。
残念なことに、相互に関係する以下の判断における重要な要素を解き明

かすために現在利用できる証拠はほとんどない。
・　 データパッケージに加入するかどうか
・　 どの ISPを選択するか
・　 どのようなコンテンツにアクセスするか
我々の調査は、ゼロレーティングが消費者行動に与える（本来、CAP、

ISPあるいは第三者が受けるはずの）影響の評価を確認できなかった。ゼ
ロレーティングが広く採用されてこなかったため、実質的な分析を行うた
めの市場データが不足していた。
とはいえ、市場におけるゼロレーティングの影響を判断するのに役立つ、

適切な考慮事項があると考えられる。
第一に、ゼロレーティングは非常に魅力あるコンテンツにしばしば適用

される。ISPにとってそのようなコンテンツをゼロレートにすることでよ
り多くの顧客を引きつける可能性があるかもしれない。しかし、そうした
コンテンツは、ゼロレーティングがない場合でも広く利用される可能性が
あり、そのためゼロレーティングとしたことによる利用レベルでの増分価
値は小さいかもしれない。その場合、ゼロレーティングは CAP間の競争
への実質的影響が限定的だろう。例えば、ISPはそのタリフ ･ プランで
Facebookのアクセスをゼロレートにすることがなかったならば、ソーシャ
ル ･ネットワークのリーダーとしての Facebookの地位は、より多くの競
争圧力にさらされると考える理由はほとんどない。しかしゼロレーティン
グは、CAPがすでに享受している市場支配力を強化するかもしれない。
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ゼロレーティングは ISP間の競争にも影響するかもしれないが、ISPにとっ
て特定のアプリケーションへのトラフィックをゼロレートにすることが簡
単に複製することができることを考えると、その効果も限定的だろう。
第二に、ゼロレーティングは、データ関連の費用がユーザーの総費用の

大部分を占める場合には、コンテンツ選択に大きな影響を与えるかもしれ
ない。特に、コンテンツが本来無料で提供される場合には、ゼロレート対
象となるアプリケーションがオープンなインターネットで利用可能である
ため、ゼロレーティングのサービスは容易に複製でき、ISPの選択に実質
的な影響を与えないだろう。しかし、ゼロレーティングは非常に類似して
いるアプリケーション間の選択には影響を与えるだろう。コンテンツ提供
に規模の経済性が作用する場合は、ゼロレート対象となるコンテンツに
ユーザーの選好が大きく反映されるものの、ゼロレーティングはその多様
性を減少させ、その結果、特定のアプリケーション類型には少数ないし一
つしか残らないことになるかもしれない。
第三に、データキャップに達する顧客が非ゼロレートのコンテンツだけ

でなく、ゼロレート・コンテンツへのアクセスも失う場合、ゼロレーティ
ングは、顧客の非ゼロレートのコンテンツとゼロレートのコンテンツの選
択にいっそう大きな歪んだ効果を持つかもしれない。それは、前述したよ
うに、非ゼロレート・コンテンツの潜在価格が、代替されたトラフィック
の価値によって決まるためである。Nevo et al.（2015）が指摘したように、
顧客がデータプランを選択する方法は限界的なトラフィックの価値がかな
り低いことを意味するとすれば、非ゼロレート・コンテンツの潜在価格は
低いはずである。そのため、データキャップに達したことは、例えば、そ
の後のブラウジングがカットされるという効果しかないならば、ユーザー
が非ゼロレート・コンテンツへのアクセスでそのデータ許容値を使い切る
ことはそれによって抑制されるわけではないだろう。しかし、もしブラウ
ジングだけでなく、顧客にとって非常に大きな価値があるゼロレート・コ
ンテンツへのアクセスをも失う効果をもたらす場合、非ゼロレート・コン
テンツを利用する潜在価格は大きく上昇するかもしれない。ブラウジング
不能に加え、ゼロレートの音楽ストリーミングへのアクセスをも失うなら
ば、顧客は一般的なブラウジングでデータキャップを使い切ることに非常
に気を遣うだろう。顧客がデータキャップの上限を心配するにつれ、ゼロ
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レーティングは非ゼロレート・コンテンツ利用に与える影響を増大させる
ことになる。

6.5．まとめ

ゼロレーティングに関する競争上の問題は、ISPレベルでの競争あるい
は CAP間の競争が有効でない場合に生じる。この場合、ゼロレーティン
グは搾取あるいは市場閉鎖の潜在的効果を持つと考えられる。
第三者コンテンツのゼロレーティングのケースでは、潜在的な反競争効

果は、排他性をもたらす ISPと CAP間の協定から生じるかもしれない。
・　 特定タイプのコンテンツをゼロレートにする ISPの排他的権利があ

るかどうかについては、競争者がオープンなインターネットで利用
できるコンテンツに対してそうしたゼロレーティングを大きな困難
なしに複製することができることを考慮すると、その立証が難しい。
そのため、ISPにとっての排他性は有償コンテンツについての排他
的な割引あるいは共同マーケティングの協定に限られるかもしれな
い。

・　 ゼロレートとされる CAPの排他的権利は、ISPがゼロレート・サー
ビスにその CAPの競合するアプリケーションを含めないことの同
意を必要とする。そうした協定をより効果的にするには、その協定
が新規参入者の成功にとって必要な潜在的な視聴者の大部分をカ
バーしなければならない。

ただし、我々はそうした協定の証拠を見いだせなかったし、インタビュー
では、目下のところ、欧州には存在していないようである。
さらに、競争上の問題は、ISPが自らのコンテンツへのアクセスをゼロ
レートにする場合にも存在するかもしれない。しかしコンテンツの選択に
実質的な影響を与える（そして顧客がその ISPを選択することを抑制しな
い）ためには、問題となるコンテンツは、ゼロレーティングの代案と比較
して、十分に魅力的でなければならないだろう。そうした問題は、ISPと
CAPの間の合併の結果として生じるかもしれない。
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